
 

 

行事・イベント情報 

項 目 名  関係機関合同による埠頭保安訓練の実施について 

日  時 令和６年９月 26 日（木）14：00～16：00 

場  所  釜石港公共埠頭区域内及び海域 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 訓練の目的 
  釜石港は、海外からのコンテナ定期航路が開設されていることから、保安体制

の一層の強化が求められています。 
  このことから、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」

に基づき、釜石港におけるテロ行為等による緊急事態発生時に、迅速かつ適切な
保安対応を行うことができる知識と能力の向上とともに、関係機関等の連携強化
を図ります。 

 
２ 訓練実施主体 
  釜石港保安委員会（事務局：沿岸広域振興局土木部） 
 
３ 参加機関 
  釜石港保安委員会構成機関（18 機関） 
  仙台出入国在留管理局盛岡出張所、函館税関釜石税関支署、仙台検疫所花巻空

港出張所、横浜植物防疫所塩釜支所、東北地方整備局釜石港湾事務所、東北運
輸局岩手運輸支局、釜石海上保安部、釜石警察署、釜石市、釜石大槌地区行政
事務組合消防本部、日本製鉄㈱北日本製鉄所釜石地区、日鉄物流㈱北日本支店、
海洋曳船㈱、釜石水先人会、㈱山元、㈱及川工務店、トヨタ運輸㈱岩手営業所、
沿岸広域振興局土木部 

 〔訓練参加船舶〕 
  釜石海上保安部  巡視船「きたかみ」 
 
４ 訓練内容 
（1）訓練の想定 
   国内のいずれかの港に対しテロ行為の恐れがあるとの情報が入り、同時に、

「釜石港の制限区域内（※）にテロリストが潜伏している可能性がある」とい
う情報が保安管理者に寄せられたため、テロリストの釜石港への侵入及び国際
航海船舶の占拠への対応、さらに、洋上におけるテロ逃走船の制圧を想定した
訓練を行います。（※制限区域：「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保
等に関する法律」に基づき人や車両の出入りが制限される区域…次頁案内図） 

（2）次第 
 ○ 開会式 
 ○ 訓練（内容変更の場合あり） 
  ・ 警戒措置移行訓練 
  ・ 避難誘導訓練 
  ・ 不審者追跡・制圧訓練 

（陸上訓練、船上訓練、 
洋上訓練） 

  ・ 負傷者搬送訓練 
  ・ 事態収束後の講内点検     
  ・ 船拍立入・探索訓練 
 ○ 閉会式 
 

担当部署 

担当者 職・氏名 

（照会先） 

沿岸広域振興局土木部管理課 

管理課長 髙橋  管理課総括主査 及川 

電話 ０１９３－２５－２７０８（内線：２６６） 
 

船上での不審者制圧訓練の様子 

過去の訓練風景 


